
1 

 

 

 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当

たって個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り

扱わなければならない。 

２ 受注者は、この契約の履行に当たって、情報セキュリティを確保するた

め、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、国立市個

人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１２月国立市条例第１７

号）、国立市情報セキュリティに関する規則（平成１８年３月国立市規則

第５号）及び国立市情報セキュリティ対策基準（平成１８年３月国立市告

示第３１号）を遵守しなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、この契約の履行に当たって知り得た個人情報その他の情

報及び情報システム（以下「個人情報等」という。）の内容をみだりに他

人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

２ 受注者は、この契約による個人情報等を取り扱う業務（以下「本件業

務」という。）の従事者に対して、在職中及び退職後において、当該業務

に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他に漏らし、又は不当な目

的に利用してはならないことその他個人情報等の保護に関し必要な事項及

びこの特約条項を周知徹底するものとする。 

（適正な管理） 

第３条 受注者は、本件業務に係る個人情報等の漏えい、滅失、改ざん、毀

損等（以下「漏えい等」という。）の防止その他個人情報等の適正な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、この契約の履行に当たって、個人情報の漏えい等による被害

発生のリスクを低減する観点から、本件業務の内容及び利用する個人情報

の秘匿性等を考慮し、必要に応じて、特定の個人を識別することのできる

情報の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置

を講じなければならない。 

３ 受注者は、本件業務の内容に応じて、当該業務に係る責任者及び業務従

事者の管理体制及び実施体制、作業場所、個人情報等の管理状況の検査に

関する事項等の必要な事項を定め、書面により発注者に届け出なければな

らない。 

（再委託の禁止） 
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第４条 受注者は、本件業務を自ら行うものとし、第三者に委託してはなら

ない。ただし、当該業務の一部をやむを得ず第三者に再委託する必要があ

る場合は、再委託の相手方（受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第

８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。以下「再委託

先」という。）の名称、再委託する理由、再委託する業務内容等を明確に

した上で、あらかじめ書面により発注者に申請し、承諾を得なければなら

ない。 

２ 受注者は、前項の承諾を得た場合においては、再委託先を監督する義務

を負うとともに、その監督に当たって、この特約条項と同等以上の個人情

報等に係る安全管理措置を講じなければならない。また、受注者と再委託

先との間で取り交わす契約書その他これに類する書類に次に掲げる事項を

明記しなければならない。 

（１） 再委託先が受注者から受託した業務の一部について、やむを得ず第

三者に再々委託するときは、あらかじめ再々委託する内容を受注者に通知

し、受注者を通じて発注者の承諾を得なければならないこと。 

（２） 個人情報等の管理状況について、発注者が必要と認めるときは、発

注者若しくは受注者が第１１条の規定による検査等をし、又は発注者が第

１２条の規定による立入調査等をすることができること。 

（３） この契約に基づく一切の義務及び前項の承諾に当たって発注者が指

示する事項を遵守すること。 

３ 前２項の規定は、再委託先の再々委託に関する取扱いについて、準用す

る。また、再々委託以降の全ての委託においても同様とする。 

（収集の制限） 

第５条 受注者は、本件業務を行うために個人情報を収集するときは、業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わ

なければならない。 

（目的以外の利用又は提供の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本件業務に係る個人情

報等を契約の目的以外に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供し

てはならない。 

（授受、搬送及び保管） 

第７条 受注者は、本件業務に係る個人情報等を授受、搬送及び保管すると

きは、その内容、数量、日時、担当者名その他必要な事項を発注者に報告

しなければならない。 

２ 本件業務に係る個人情報等の授受は、発注者と受注者それぞれが指名し

た者がその内容、数量その他必要な事項を確認して行う。 
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３ 受注者は、授受した個人情報等を搬送するときは、搬送時の体制を明確

にするとともに、漏えい等の防止その他個人情報等の保護に必要な措置を

講じなければならない。 

４ 受注者は、授受した個人情報等の保管については、漏えい等の防止その

他個人情報の適正な管理が行われるよう、当該個人情報等の保管場所の施

錠、入退管理等必要な措置を講じなければならない。 

（持ち出しの禁止） 

第８条 受注者は、本件業務に係る個人情報等を定められた作業場所から持

ち出してはならない。ただし、契約の履行上やむを得ない場合で、あらか

じめ受注者が前条第１項に準じて発注者に報告し、発注者の承認を得たと

きは、この限りでない。 

（複写又は複製の禁止） 

第９条 受注者は、本件業務の目的以外に個人情報等を複写又は複製しては

ならない。 

（返却又は廃棄等） 

第１０条 受注者は、本件業務を処理するために発注者から引き渡され、又

は自ら収集し、若しくは作成した個人情報等について、その利用目的が終

了したとき又は発注者から指示があったときは、直ちに発注者に返却し、

又は適正な方法で消去し、若しくは廃棄しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により個人情報等を消去し、又は廃棄した場合は、

消去又は廃棄の方法、日時、担当者名その他必要な事項を記録し、速やか

に発注者に報告しなければならない。 

（報告及び検査等） 

第１１条 受注者は、本件業務の内容に応じて、この契約内容の遵守状況を

発注者に定期的に報告しなければならない。なお、報告の頻度、内容等に

ついては発注者と受注者が協議して定める。 

２ 発注者は、本件業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応

じて必要と認めるときは、当該業務の管理体制及び実施体制や個人情報等

の管理状況について、実地検査等により確認するものとし、受注者はこれ

に従わなければならない。なお、具体的な回数、検査内容等については、

発注者と受注者が協議して定める。 

３ 受注者は、発注者が行う情報セキュリティ対策の遵守状況を検証するた

めの点検、内部監査又は外部監査に協力しなければならない。 

（立入調査等） 

第１２条 発注者は、必要と認めるときは、本件業務に係る個人情報等の取

扱いが適正に行われているかどうかを確認するため、受注者の業務先に立

ち入り、調査を行うことができるものとし、受注者はこれに応じなければ

ならない。 



4 

 

２ 前項に規定するもののほか、発注者は、必要と認めるときは、本件業務

に係る個人情報等の管理状況を調査し、又は報告を求めることができるも

のとし、受注者はこれに従わなければならない。 

（事故等の発生時における報告） 

第１３条 受注者は、本件業務に係る個人情報等の漏えい等その他個人情報

等の不適正な取扱い（以下「事故等」という。）が発生した場合は、その

状況等を直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、当該事

故等の解決に努めなければならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

２ 発注者は、前項の事故等があった場合には、必要に応じて、当該事故等

に関する情報を公表することができる。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第１４条 発注者は、受注者がこの特約条項に違反していると認めたときは、

契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。この場合

において、本件業務について受注者が授受したものは直ちに発注者に返却

しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この特約条項に定めのない事項については、必要に応じて、発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 


